
秋田県低炭素建築物新築等計画認定等手数料徴収条例案について 

平成２４年１１月２８日 

建  築  住  宅  課 

１ 制定理由 

  都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第８４号）の施行により、低炭素建築物 

 新築等計画の認定を受けようとする者及び同計画の変更の認定を受けようとする者から、手数料 

を徴収する必要がある。 

    

２ 内容 

次の認定を受けようとする者から、手数料を徴収することとし、その額を次のとおりとするこ 

ととする。（第１条及び別表第１～別表第３関係） 

 

① 計画の認定の申請 

 

 

 

    ※適合証：計画が基準に適合することを、知事が認める者（登録住宅性能評価機関等）     

が証する書類 

（分譲マンションの例） 

                                                                            

                             

② 計画の変更の認定の申請 

  変更部分について①により算定した額に２分の１を乗じて得た額 

    

３ 条例の施行期日 

この条例は、公布の日から施行することとする。 

 都市の低炭素化の促進に関する法律の概要（参考） 

平成２４年 ９月５日公布 

           平成２４年１２月４日施行予定 

 

                                

  認定の区分  手数料の額 

ア 一戸建ての住宅 ３４，０００円 

（適合証※有りの場合 ５，０００円） 

イ 共同住宅等又は複合建築物の住戸部分 住戸の総数に応じた額（別表１） 

ウ 共同住宅等の建築物全体又は建築物全

体及びその住戸部分 

住戸の総数に応じた額（別表１）＋ 

共用部分の床面積に応じた額（別表２） 

エ 複合建築物の建築物全体又は建築物全

体及びその住戸部分 

住戸の総数に応じた額（別表１）＋ 

共用部分の床面積に応じた額（別表２）＋ 

非住宅部分の床面積に応じた額（別表３） 

オ 非住宅建築物全体 建築物全体の床面積に応じた額（別表３） 

○住戸の認定（別表１） 

共同住宅（６戸）     ９４，０００円  

  ※適合証有りの場合   １６，０００円 

 

○建築物全体の認定（別表１＋別表２） 

 共同住宅（６戸）＋共用部分（２００㎡） 

 ９４，０００円 ＋１０５，０００円 ＝ 

             １９９，０００円 

  ※適合証有りの場合   ２５，０００円 

 

 


